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令和 5 年 12 月 15 日 (金曜日) 千 葉 県 報 第１３８９８号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

告 
 

示 

○ 

漁
業
災
害
補
償
法
に
基
づ
く
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約 

 
 

 

 
 

の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
の
認
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可

三
件

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

 
 

病
院
局
告
示 

○ 

地
方
公
営
企
業
法
に
基
づ
く
徴
収
事
務
の
委
託 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

 
 

公 
 

告 

○ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

五
件

 
 

 
 

 
 

三 

○ 

宅
地
建
物
取
引
業
法
に
基
づ
く
処
分
に
係
る
公
開
に
よ
る
聴
聞
の
実
施 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五 

○ 

基
本
測
量
の
終
了 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六 

○ 

都
市
計
画
駐
車
場
整
備
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六 

○ 

都
市
計
画
駐
車
場
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六 

○ 

都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六 

 
 

特
定
調
達
公
告 

○ 

落
札
者
等
の
公
告 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
四
百
八
十
一
号 

 

漁
業
災
害
補
償
法

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号

第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ

た
次
の
区
域
及
び
漁
業
の
区
分
に
つ
い
て
の
特
定

第
二
号
漁
業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は

同
法
第
百
八
条

第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る

 

 

な
お

同
項
の
規
定
に
よ
る
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
の
義
務
は

令
和
五
年
十

二
月
二
十
三
日
か
ら
発
生
す
る

 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

区
域 

鋸
南
町
勝
山
漁
業
協
同
組
合
の
地
区 

漁
業
の
区
分 

小
型
定
置
漁
業 

 
 

 
 

 
 

一
般
大
型
定
置
漁
業 

 
 

 
 

 
 

主
と
し
て
一
本
釣
り
を
営
む
小
型
合
併
漁
業 

 

千
葉
県
告
示
第
四
百
八
十
二
号 

 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律

平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
七
号

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る

 

 

な
お

同
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
五
年
千
葉
県
告
示
第
二
十
一
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指

定

で
指
定
し
た
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
う
ち

次
の
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る

 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

指
定
に
係
る
区
域 

区
域
の
名
称 

指
定
の
区
域 

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る

自
然
現
象
の
種
類 

宮
崎
一 

千
葉
市
中
央
区
宮
崎
一
丁
目
及
び
南
町
一

丁
目
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す

区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

次
の
図
面

は

省
略
し

千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
千
葉
土
木
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

 

二 

指
定
の
解
除
に
係
る
区
域 

区
域
の
名
称 

指
定
の
区
域 

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る

自
然
現
象
の
種
類 

宮
崎
一 

千
葉
市
中
央
区
宮
崎
一
丁
目
の
区
域
の
う

ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

次
の
図
面

は

省
略
し

千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
千
葉
土
木
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

 

 
千
葉
県
告
示
第
四
百
八
十
三
号 

 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律

平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
七
号

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る

 

 

な
お

同
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
五
年
千
葉
県
告
示
第
二
十
三
号

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の

指
定

で
指
定
し
た
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
う
ち

次
の
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る

 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

指
定
に
係
る
区
域 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

5

年

12 

月

15

日 

定 
 

例 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 第１３８９８号 令和 5 年 12 月 15 日 (金曜日) 
 

 
 

 

区
域
の
名
称 

指
定
の
区
域 

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類 

土
砂
災
害
の
発
生
を

防
止
す
る
た
め
に
行

う
建
築
物
の
構
造
の

規
制
に
必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事
項 

宮
崎
一 

千
葉
市
中
央
区
宮
崎
一
丁
目
及

び
南
町
一
丁
目
の
区
域
の
う

ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

 
 

次
の
図
面

は

省
略
し

千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
千
葉
土
木
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

 

二 

指
定
の
解
除
に
係
る
区
域 

区
域
の
名
称 

指
定
の
区
域 

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類 

土
砂
災
害
の
発
生
を

防
止
す
る
た
め
に
行

う
建
築
物
の
構
造
の

規
制
に
必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事
項 

宮
崎
一 

千
葉
市
中
央
区
宮
崎
一
丁
目
の

区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示

す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

 
 

次
の
図
面

は

省
略
し

千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
千
葉
土
木
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

 

 

千
葉
県
告
示
第
四
百
八
十
四
号 

 

都
市
計
画
法

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

市
川
都
市
計
画

下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た

 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

市
川
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

市
川
都
市
計
画
下
水
道
事
業
市
川
市
第
二
号
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
四
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 
 

収
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 
 

使
用
の
部
分 

昭
和
四
十
七
年
千
葉
県
告
示
第
八
百
九
十
号

昭
和
五
十
二
年
千
葉
県
告
示
第
五
百

七
十
七
号

昭
和
五
十
四
年
千
葉
県
告
示
第
千
六
号

昭
和
五
十
五
年
千
葉
県
告
示
第

千
五
十
一
号

昭
和
六
十
一
年
千
葉
県
告
示
第
二
百
三
十
四
号

平
成
二
年
千
葉
県
告

示
第
八
百
十
号

平
成
四
年
千
葉
県
告
示
第
百
五
十
七
号

平
成
七
年
千
葉
県
告
示
第

四
百
十
二
号

平
成
十
年
千
葉
県
告
示
第
七
百
二
十
三
号

平
成
十
四
年
千
葉
県
告
示

第
四
百
一
号

平
成
十
五
年
千
葉
県
告
示
第
百
七
十
三
号

平
成
二
十
年
千
葉
県
告
示

第
百
九
十
号

平
成
二
十
三
年
千
葉
県
告
示
第
二
百
六
十
五
号

平
成
二
十
四
年
千
葉

県
告
示
第
二
百
四
十
九
号

平
成
二
十
五
年
千
葉
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号

平
成
二

十
八
年
千
葉
県
告
示
第
三
百
八
十
三
号

平
成
三
十
年
千
葉
県
告
示
第
百
二
十
八
号

平
成
三
十
一
年
千
葉
県
告
示
第
百
八
十
八
号

令
和
二
年
千
葉
県
告
示
第
百
二
十
三
号

及
び
令
和
三
年
千
葉
県
告
示
第
百
七
十
四
号
の
事
業
地
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
地
内
に
お

い
て
事
業
地
を
変
更
す
る

 

 
 

 
 

 
 

 
 

柏
井
町
一
丁
目

柏
井
町
二
丁
目

奉
免
町
及
び
北
方
町
四
丁
目
地
内 

 

千
葉
県
告
示
第
四
百
八
十
五
号 

 

都
市
計
画
法

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

市
川
都
市
計
画

下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た

 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

市
川
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

市
川
都
市
計
画
下
水
道
事
業
市
川
市
第
三
号
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
九
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 
 

収
用
の
部
分 

な
し 

 
 

使
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 
千
葉
県
告
示
第
四
百
八
十
六
号 

 

都
市
計
画
法

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

芝
山
都
市
計
画

下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た

 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

山
武
郡
芝
山
町 



  

三 
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二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

芝
山
都
市
計
画
下
水
道
事
業
芝
山
町
第
一
号
公
共
下
水
道 

三 
事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 
 

収
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 
 

使
用
の
部
分 
平
成
二
十
七
年
千
葉
県
告
示
第
二
百
八
十
九
号
及
び
平
成
三
十
年
千
葉
県
告
示
第
五

百
二
十
五
号
の
事
業
地
に 

に
掲
げ
る
区
域
を
加
え
た
区
域
と
し

当
該
事
業
地
の
う

ち 

に
掲
げ
る
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
武
郡
芝
山
町
大
字
香
山
新
田
字
三
堀

字
香
山

字
横
宮
後
及
び
字
橋
松

大

字
大
里
字
扇
子
谷

字
海
道
筋
及
び
字
六
部
塚

大
字
岩
山
字
大
堀
切
並
び
に
大
字

菱
田
字
千
部
塚
の
全
部
の
区
域
並
び
に
大
字
香
山
新
田
字
水
端
台
及
び
字
矢
志

谷

大
字
大
里
字
大
野
境

字
次
木

字
木
戸
場

字
柳
谷
及
び
字
岩
見

大
字
岩

山
字
狭
間

字
扇
谷

字
上
宿

字
中
宿

字
下
宿

字
後
田
台

字
日
向
谷

字

椎
木
谷

字
藍
瓶

字
染

谷

字
出
崎

字
古
宿

字
上
谷
及
び
字
入
合
戸

大

字
菱
田
字
矢
志

谷

字
三
堀

字
下
三
堀

字
行
人
前
及
び
字
荒
畑

大
字
朝
倉

字
洞
谷
台
並
び
に
大
字
小
池
字
宮
郷
台
の
各
一
部
の
区
域 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
武
郡
芝
山
町
大
字
小
池
字
麻
生

字
庚
申
前

字
木
戸
脇

字
宮
城

字
新
林

及
び
字
地
蔵
並
び
に
大
字
小
池
元
高
田
字
痘
上
地
内 

病

院

局

告

示 

千
葉
県
病
院
局
告
示
第
四
号 

 

地
方
公
営
企
業
法

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号

第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り

千

葉
県
病
院
局
の
業
務
に
係
る
料
金
の
徴
収
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た

 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
長 

 

山 

崎 
 

晋
一
朗 

 
 

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

所 

在 

地 

委
託
に
係
る
病
院 

委 

託 

期 

間 

弁
護
士
法
人
舘
野
法
律
事

務
所 

代
表
弁
護
士 

舘

野
完 

 

東
京
都
渋
谷
区
渋

谷
二
丁
目
一
六
番

八
号
南
雲
ビ
ル 

千

葉

県

が

ん

セ

ン

タ

 

令
和
五
年
十
一
月
七

日
か
ら
令
和
六
年
三

月
三
十
一
日
ま
で 

千
葉
県
総
合
救
急
災

害
医
療
セ
ン
タ

 

〃 

千
葉
県
こ
ど
も
病
院 

〃 

千
葉
県
循
環
器
病
セ

ン
タ

 

〃 

千
葉
県
立
佐
原
病
院 

〃 
 

 

公

告 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

た

 

 

そ
の
届
出
は

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
令
和
六
年
四
月
十
五
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る

 

 

な
お

当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
令
和
六
年
四
月
十
五
日
ま

で

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

テ
ラ
ス
モ

ル
松
戸 

 
 

 

松
戸
市
八
ケ
崎
二
丁
目
八
番
地
一
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

三
井
住
友
信
託
銀
行
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

大
山
一
也 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

サ
ミ

ト
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

服
部
哲
也
ほ
か 

 

 
 

 

東
京
都
杉
並
区
永
福
三
丁
目
五
七
番
一
四
号
ほ
か 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

サ
ミ

ト
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

服
部
哲
也
ほ
か 

 

 
 

 

東
京
都
杉
並
区
永
福
三
丁
目
五
七
番
一
四
号
ほ
か 

 

５ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
五
年
二
月
一
日
ほ
か 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
九
日 

三 
縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
松
戸
市
経
済
振
興
部
商
工
振
興
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

た

 

 

そ
の
届
出
は

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
令
和
六
年
四
月
十
五
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る

 

 

な
お

当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

 

（一） 

 

（二） 

 

（一） 

 

（二） 
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千 葉 県 報 第１３８９８号 令和 5 年 12 月 15 日 (金曜日) 

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
令
和
六
年
四
月
十
五
日
ま

で

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

カ
ス
ミ
大
芝
店 

 
 

 

茂
原
市
大
芝
一
丁
目
三
番
地
九
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
カ
ス
ミ 

代
表
取
締
役 

山
本
慎
一
郎 

 
 

 

茨
城
県
つ
く
ば
市
西
大
橋
五
九
九
番
地
一 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
所
在
地 

 
 

 

茂
原
市
大
芝
土
地
区
画
整
理
組
合
六
街
区
四
号
ほ
か 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
所
在
地 

 
 

 

茂
原
市
大
芝
一
丁
目
三
番
地
九
ほ
か 

 

５ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
カ
ス
ミ 

代
表
取
締
役 

石
井
俊
樹 

 

６ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
カ
ス
ミ 

代
表
取
締
役 

山
本
慎
一
郎 

 

７ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
カ
ス
ミ 

代
表
取
締
役 

石
井
俊
樹 

 

８ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
カ
ス
ミ 

代
表
取
締
役 

山
本
慎
一
郎 

 

９ 

変
更
年
月
日 

 
 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
の
所
在
地 

 
 

 
 

令
和
元
年
八
月
十
日 

 
 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

令
和
二
年
三
月
一
日 

 
 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

令
和
二
年
三
月
一
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
五
年
十
一
月
六
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
茂
原
市
経
済
環
境
部
商
工
観
光
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

た

 

 

そ
の
届
出
は

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
令
和
六
年
四
月
十
五
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る

 

 

な
お

当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
令
和
六
年
四
月
十
五
日
ま

で

千
葉
県
商
工
労
働
部
経 

営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

カ
ス
ミ
柏
た
な
か
駅
前
店 

 
 

 

柏
市
小
青
田
一
丁
目
一
番
地
一
四
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
カ
ス
ミ 

代
表
取
締
役 

山
本
慎
一
郎 

 
 

 

茨
城
県
つ
く
ば
市
西
大
橋
五
九
九
番
地
一 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

仮
称

カ
ス
ミ
柏
た
な
か
駅
前
店 

 
 

 

柏
都
市
計
画
事
業
柏
北
部
東
地
区
一
体
型
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
六
九―

一
街
区
一
ほ
か 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

カ
ス
ミ
柏
た
な
か
駅
前
店 

 
 

 

柏
市
小
青
田
一
丁
目
一
番
地
一
四
ほ
か 

 

５ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
カ
ス
ミ 

代
表
取
締
役 

小
濵
裕
正 

 

６ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
カ
ス
ミ 

代
表
取
締
役 

山
本
慎
一
郎 

 

７ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
カ
ス
ミ 

代
表
取
締
役 

小
濵
裕
正
ほ
か 

 
８ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 
株
式
会
社
カ
ス
ミ 

代
表
取
締
役 

山
本
慎
一
郎
ほ
か 

 

９ 
変
更
年
月
日 

 
 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 
 

平
成
二
十
九
年
七
月
一
日 

 
 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

令
和
二
年
三
月
一
日 

 
 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 

（二） 

 

（一） 

 

（三） 

 

（一） 

 

（二） 

 

（三） 
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令
和
二
年
三
月
一
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
五
年
十
月
六
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
柏
市
経
済
産
業
部
商
工
振
興
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

た

 

 

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
は

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
令
和
六
年
四
月
十
五
日
ま
で
縦
覧
に
供

す
る

 

 

な
お

当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
令
和
六
年
四
月
十
五
日
ま

で

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 
 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

カ
ス
ミ
大
芝
店 

 
 

 

茂
原
市
大
芝
一
丁
目
三
番
地
九
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
カ
ス
ミ 

代
表
取
締
役 

山
本
慎
一
郎 

 
 

 

茨
城
県
つ
く
ば
市
西
大
橋
五
九
九
番
地
一 

 

３ 

変
更
前
の
駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 

一
四
九
台 

 

４ 

変
更
後
の
駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 

六
四
台 

 

５ 

変
更
前
の
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 

十
一
か
所 

 

６ 

変
更
後
の
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 

六
か
所 

 

７ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
七
月
七
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
五
年
十
一
月
六
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
茂
原
市
経
済
環
境
部
商
工
観
光
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

た

 

 

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
は

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
令
和
六
年
四
月
十
五
日
ま
で
縦
覧
に
供

す
る

 

 

な
お

当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
令
和
六
年
四
月
十
五
日
ま

で

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

カ
ス
ミ
柏
た
な
か
駅
前
店 

 
 

 

柏
市
小
青
田
一
丁
目
一
番
地
一
四
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
カ
ス
ミ 

代
表
取
締
役 

山
本
慎
一
郎 

 
 

 

茨
城
県
つ
く
ば
市
西
大
橋
五
九
九
番
地
一 

 

３ 

駐
輪
場
の
位
置
の
変
更 

 

４ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
六
月
七
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
五
年
十
月
六
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
柏
市
経
済
産
業
部
商
工
振
興
課 

  
 

 

宅
地
建
物
取
引
業
法
に
基
づ
く
処
分
に
係
る
公
開
に
よ
る
聴
聞
の
実
施 

 
行
政
手
続
法

平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号

第
十
三
条
第
一
項
及
び
宅
地
建
物
取
引
業
法

昭
和
二 

十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号

第
六
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
六
条
の
十
五
第
五
項 

の
規
定
に
よ
り

公
開
に
よ
る
聴
聞
を
次
の
と
お
り
行
う

 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

聴
聞
の
期
日 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日

金
曜
日

午
前
十
時
か
ら 

二 

聴
聞
の
場
所 



 
 

 

六 

千 葉 県 報 第１３８９８号 令和 5 年 12 月 15 日 (金曜日) 
 

 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

千
葉
県
庁
中
庁
舎

六
階
建
設
工
事
紛
争
審
査
会
室

 
三 

被
聴
聞
者 

 
 

氏
名 

江
草
康
人 

 
 

住
所 

市
川
市
妙
典
三
丁
目
一
番
七
号 

 
 

登
録
番
号 

千
葉

第
五
五
七
七
四
号 

  
 

 

基
本
測
量
の
終
了 

 

測
量
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

国
土
地
理
院
長

か
ら
次
の
基
本
測
量
は
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
に
終
了
し
た
旨
通
知
が
あ

た

 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

作
業
種
類 

基
本
測
量

国
土
広
域
情
報
修
正

 

二 

作
業
期
間 

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

作
業
地
域 

県
内
全
域 

  
 

 

都
市
計
画
駐
車
場
整
備
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日
千
葉
市
の
変
更
に
係
る
千
葉
都
市
計
画
駐
車
場
整
備
地
区
の
関
係
図
書
の
送

付
が
あ

た
の
で

都
市
計
画
法

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
に
お
い
て

縦
覧
に
供
す
る

 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 
谷 

 

俊 

人 
 

 

  
 

 

都
市
計
画
駐
車
場
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日
千
葉
市
の
変
更
に
係
る
千
葉
都
市
計
画
駐
車
場
の
関
係
図
書
の
送
付
が
あ

た
の
で

都
市
計
画
法

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供

す
る

 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

  
 

 

都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日
野
田
市
の
変
更
に
係
る
野
田
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
関
係
図
書
の
送
付

が
あ

た
の
で

都
市
計
画
法

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
公
園
緑
地
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る

 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 
 

特

定

調

達

公

告 

 

こ
の
特
定
調
達
公
告
に
掲
載
さ
れ
る
入
札
公
告
等
は

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で 

 

あ
る

 

 
 

 
 

                           

 
 

 

購
読
料 

本
号 

 

一
部 

 
 

 
 

 

一
八
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三

二
二
三

二
六
五
八 

 

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
次

の
と

お
り

落
札

者
等

に
つ

い
て

公
告

す
る

。
 

 
 

令
和

５
年

１
２

月
１

５
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

［
掲

載
順

序
］

 

 
①

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

名
称

及
び

数
量

 
②

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

及
び

所
在

地
 

③
落

札
者

又
は

随
意

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
日

 
④

落
札

者
又

は
随

意
契

約
の

相
手

方
の

氏
名

及
び

住
所

 
⑤

落
札

金
額

又
は

随
意

契
約

に
係

る
契

約
金

額
 

⑥
契

約
の

相
手

方
を

決
定

し
た

手
続

 
⑦

入
札

公
告

日
 

⑧
随

意
契

約
に

よ
る

場
合

は
そ

の
理

由
 

⑨
そ

の
他

必
要

な
事

項
 

 
①

被
保

護
者

情
報

管
理

シ
ス

テ
ム

サ
ー

バ
機

器
等

賃
貸

借
 

一
式

 
②

千
葉

県
警

察
本

部
総

務
部

会
計

課
 

千
葉

市
中

央
区

長
洲

一
丁

目
９

番
１

号
 

③
令

和
５

年
１

０
月

１
７

日
 

④
Ｎ

Ｅ
Ｃ

キ
ャ

ピ
タ

ル
ソ

リ
ュ

ー
シ

ョ
ン

株
式

会
社

 
千

葉
市

美
浜

区
中

瀬
二

丁
目

６
番

地
１

 
⑤

２
７

，
４

５
６

，
０

０
０

円
 

⑥
一

般
競

争
入

札
 

⑦
令

和
５

年
９

月
５

日
 

 


